
【住宅の取得と同時に転入する場合】

住宅の請負契約日
または売買契約日

補助金交付の申請
関係書類の提出

6ヶ月以内 住宅の完成(取得）
度会町へ転入
※3月31日まで

実績報告
関係書類の提出

30日以内
※3月31日まで

補助金の交付

補助金交付の申請
関係書類の提出6ヶ月以内

住宅の完成(取得）
※3月31日まで

実績報告
関係書類の提出

30日以内
※3月31日まで

補助金の交付度会町へ転入 1年以内 住宅の請負契約日
または売買契約日

【転入後に住宅を取得する場合】

手続きのフロー図（移住者）


